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説

I 

は
じ
め
に

論

私
が
北
大
法
学
部
の
比
較
法
講
座
の
担
当
者
と
な
っ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
四

O
年
近
く
の
歳
月
が
流
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
間
に
お
け
る

世
界
の
、
日
本
の
、
そ
し
て
私
自
身
の
比
較
法
研
究
の
発
展
の
跡
を
回
顧
し
、
北
大
で
の
最
終
講
義
に
代
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
機
会
に
、
な
ぜ
私
が
比
較
法
に
興
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
一
言
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
子
供
の
頃
か
ら
物
を
比

較
す
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
映
画
を
見
て
も
、
小
説
を
読
ん
で
も
、
作
品
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
よ
り
は
、
他
の
作
品
と
の

比
較
に
興
味
を
感
じ
た
。
大
学
で
も
、
実
定
法
よ
り
は
、
ロ
ー
マ
法
、
西
洋
法
制
史
、
ド
イ
ツ
法
な
ど
の
講
義
に
興
味
を
感
じ
た
。
一
九
四

八
年
に
卒
業
し
て
特
別
研
究
生
に
な
っ
た
と
き
、
本
来
な
ら
比
較
法
を
専
攻
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
当
時
東
大
に
は
比
較
法
プ
ロ
パ
!
の
講

座
は
な
く
、
や
む
を
え
ず
ド
イ
ツ
法
を
専
攻
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
間
ラ
テ
ン
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
習
に
耽
り
、
処
女
論
文
に
お
い
て
、

そ
の
成
果
の
一
端
を
披
涯
し
た
。
一
九
五

O
年
に
北
大
に
就
職
す
る
さ
い
、
比
較
法
の
講
座
を
選
ん
だ
の
は
、
全
く
自
然
で
あ
っ
た
。

(
1
)
五
十
嵐
「
遺
留
分
制
度
の
比
較
法
的
研
究
」
法
協
六
八
巻
五
号
六
九
巻
二
号
三
号
(
一
九
五

O
|五
一
年
)
参
照
。

II 

比
較
法
の
市
民
権
獲
得
|
|
教
科
書
・
概
説
書
の
刊
行

私
が
研
究
生
活
を
始
め
た
一
九
五

O
年
当
時
は
、
ま
さ
に
比
較
法
が
法
学
の
な
か
で
市
民
権
を
獲
得
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴

す
る
出
来
事
は
、
比
較
法
に
関
す
る
教
科
書
・
概
説
書
の
あ
い
つ
ぐ
刊
行
で
あ
る
。

そ
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
た
の
は
、
ナ
チ
ス
を
逃
れ
て
ス
イ
ス
に
わ
た
っ
た
比
較
法
学
者
シ
ユ
ニ
ツ
ツ
ア
!
(
〉
色
色
町
山
山
岳

E
R
q
-
z
g
l
)
が

一
九
四
五
年
に
刊
行
し
た
『
比
較
法
論
(
〈
司

m
E♀
g骨
m
R
Z己
岳

5
・∞
ω∞
σ
-
5
8
)
』
で
あ
る
。
本
書
は
、
比
較
法
を
理
論
、
歴
史
、
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制
度
の
三
部
に
分
け
て
論
じ
た
、
初
め
て
の
体
系
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
内
容
的
に
は
批
判
の
余
地
の
多
い
も
の
で
あ
っ

一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
二
版
(
全
二
巻
)
に
お
い
て
も
、
旧
版
の
根
幹
を
維
持
し
て
い
る
。

-

F

E

晶

V

、A
、

十

九

カ

シ
ユ
ニ
ツ
ツ
ア

l
は、

つ
や
つ
い
て
、

一
九
四
六
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
的
比
較
法
学
者
ガ
ツ
タ
リ
ッ
ジ

の
『
比
較
法

(
国
・
の
の
ロ
門
件
。
ユ
仏
m
p
H
∞詰

lzuω)

(打。
B
円】釦

E
Z
A
S
F堅調〉
(UmwBσ
円
E
m
o
E品。一

N
E
包・

5
S
)
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
は
、
比
較
法
の
意
義
、
方
法
、
私
法
の
統
一
な
ど

に
つ
い
て
、
豊
富
な
経
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
古
典
的
名
著
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
に
出
た
本
書
第
二
版
は
、
私
の
接
し
た
初
め

て
の
比
較
法
の
概
説
書
で
あ
っ
た
。

一
九
五

O
年
に
は
、
二
つ
の
概
説
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
の
比
較
法
学
界
を
リ
ー
ド
す
る

さ
ら
に
、

こ
と
に
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
比
較
法
学
者
、

に
よ
る
『
比
較
民
法
原
論
(
吋
E
x
m
2
m
E
g
g
-
z

ル
ネ
・
ダ
ヴ
ィ
ド

(
H
N
O
ロ
m
U
ω
i
P
5
0∞1
)

門戸ゆ円四

gF片円い{〈ロ
8
5宮吋
m
w
H
M
M
E∞
E
g
)
』
で
あ
る
。
本
書
は
、
比
較
法
の
一
般
理
論
と
法
系
論
か
ら
な
り
、
形
式
に
お
い
て
も
、
内
容
に

お
い
て
も
、
以
後
の
比
較
法
概
説
書
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
(
も
っ
と
も
、
私
自
身
は
本
書
に
接
す
る
の
が
遅
れ
た
)
。
い
ま
一
つ
は
、
三
人
の

ノ
ル
デ
(
回

m
gロ
回
C
ユ∞

Z
。
EO)
、
ヴ
ォ
ル
フ

比
較
法
学
者
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン

冨印

ω)
の
共
著
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
比
較
法
概
論
(
吋

E
志
骨
骨
。

X
8
5
3「少
ω
S
E
a
-
P
E
m
E
E
l
u
N
)
』

法
系
論
が
詳
細
で
あ
り
、
刊
行
当
時
に
は
外
国
法
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
源
で
あ
っ
た
。

(
虫
巾
吋
吋
巾
〉
コ
邑
ロ
〕
C
ロ)、

(
宮
山
吋
己
ロ
巧

0
5・
同
∞
吋

N

で
あ
る
。
本
書
は
、

比較法の四O年

そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
比
較
法
の
教
科
書
・
概
説
書
と
し
て
重
要
な
の
は
、
ダ
ヴ
ィ
ド
と
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト

の
も
の
で
あ
る
。
ダ
ヴ
ィ
ド
は
一
九
六
四
年
に
『
現
代
の
大
法
系

(Fg
唱

S
宏

司

z
m
E
g
骨
骨
包
件
。
。
ロ
宮
百
円

5
5吉
田
日
ω江田

昌
宏
一
句
。
包

-zg宮
吋
門

-
E丘
骨
早
∞
立
ロ
。
回
一
)
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
事
実
上
『
比
較
民
法
原
論
』
の
新
版
で
あ
り
、
法
系
論
が
中
心

北法40(3・3)475

な
お
、

(問。ロ円印仏
N
君。

-mqF

]EHHl) 

を
占
め
て
い
る
。
本
書
は
、

そ
の
後
、
比
較
法
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
八
八
年
に
ジ
ョ
ブ
レ
・
ス
ピ
ノ

1
シ
に
よ

る
第
九
版
が
出
て
い
る
ほ
か
、

わ
が
国
を
の
ぞ
く
世
界
の
各
国
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ダ
ヴ
ィ
ド
と
と
も
に
、
戦
後
の
世
界



説

の
比
較
法
学
界
を
長
ら
く
リ
ー
ド
し
て
き
た
西
ド
イ
ツ
の
代
表
的
比
較
法
学
者
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
は
、

弟
子
の
ケ
ツ
ツ
(
同
色
口
問
O
R
-
-呂町
1
)

と
共
同
で
『
比
較
法
概
論
(
田
正

S
E
D
m
E
門
出
。
河
ぬ
の
宮
哲

R
m
E岳
ロ
ロ
ぬ
い
∞
母
」
叶

5
E
m
g

E
S
口一
N

・
〉
ロ
ロ
・
昌
宏
)
』
を
出
版
し
た
。
本
書
は
二
巻
か
ら
な
り
、
第
一
巻
原
論
で
は
理
論
と
法
系
論
を
扱
い
、
第
二
巻
で
は
代
表
的

な
私
法
制
度
の
比
較
分
析
を
試
み
て
い
る
。
本
書
以
後
も
、
数
多
く
の
比
較
法
概
説
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
、
ダ
ヴ
イ

(
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
)
。

一
九
六
九
年
よ
り
七
一
年
に
か
け
て

北法40(3・4)476

5命

ド
か
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
い
る

(1)
シ
ユ
ニ
ツ
ツ
ア

l
の
比
較
法
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
『
比
較
法
入
門
』
(
日
本
評
論
社
、
改
訂
版
、
一
九
七
二
年
)
一
九
一
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
本
書
第
二
版
の
翻
訳
と
し
て
、
水
田
義
雄
監
訳
『
比
較
法
』
(
早
大
比
較
法
研
究
所
、
一
九
六
四
年
)
が
あ
る
が
、
部
分
的
に
不
適
切
な
訳
文
が

見
ら
れ
る
。
な
お
本
書
に
つ
き
、
簡
単
に
は
、
五
十
嵐
・
前
掲
一
八
七
頁
以
下
参
照
。

(3)
本
書
を
い
ち
早
く
紹
介
し
た
論
文
と
し
て
、
石
崎
政
一
郎
「
比
較
法
と
比
較
方
法
」
比
較
法
研
究
三
号
(
一
九
五
一
年
)
が
あ
る
。

(
4
)
本
書
に
つ
き
、
五
十
嵐
・
前
掲
一
九
八
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
本
書
第
一
巻
(
第
一
版
)
の
優
れ
た
翻
訳
と
し
て
、
大
木
雅
夫
訳
『
比
較
法
概
論
原
論
』
(
上
下
二
巻
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
四
年
)
が
あ

る
。
な
お
本
訳
書
の
書
評
と
し
て
、
五
十
嵐
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
一
粒
社
、
一
九
七
七
年
)
一
九
八
頁
以
下
、
お
よ
び
野
田
良
之
・
比

較
法
研
究
三
七
号
ニ
二
三
頁
以
下
ご
九
七
六
年
)
が
あ
る
。

I
 
I
 
I
 
比
較
法
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て

さ
て
、
戦
後
初
期
の
比
較
法
学
界
で
激
し
く
議
論
さ
れ
た
問
題
は
、
比
較
法
の
定
義
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
比
較
法
は

独
立
の
科
学
か
、
単
な
る
方
法
か
」
と
い
う
形
で
争
わ
れ
た
。
二

O
世
紀
の
初
頭
以
来
(
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
後
半
以
来
)
、
多
く
の
比
較
法

学
者
は
比
較
法
を
独
立
の
科
学
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
ガ
ツ
タ
リ
ツ
ジ
や
ダ
ヴ
ィ
ド
の
よ
う
な
有
力
な



比
較
法
学
者
が
、
比
較
法
を
法
学
研
究
の
一
つ
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
と
定
義
づ
け
た
た
め
、
問
題
が
深
刻
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ユ

ニ
ツ
ツ
ア
ー
や
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
比
較
法
が
独
立
の
科
学
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
私
も
こ
の

問
題
に
関
心
を
も
ち
、
一
九
五
三
年
四
月
早
大
で
聞
か
れ
た
比
較
法
学
会
で
の
処
女
報
告
に
さ
い
し
、
「
比
較
法
は
単
な
る
方
法
か
?
」
と
い

う
テ
1
マ
を
選
ぴ
、
当
時
閲
読
す
る
こ
と
の
で
き
た
ガ
ッ
タ
リ
ッ
ジ
、
シ
ュ
ニ
ツ
ツ
ア

i
、
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
三
著
を
素
材
と
し
て
、

比
較
法
の
独
立
科
学
性
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
報
告
を
印
刷
す
る
段
階
で
は
、
論
文
と
し
て
発
表
す
る
自
信
が
な
く
、

や
む
な
く
「
三
つ
の
比
較
法
」
と
題
し
て
、
新
刊
紹
介
の
ス
タ
イ
ル
で
公
表
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
時
で
も
言
葉
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
、
そ
の
後
は
必
ず
し
も
比
較
法
学
界
を
あ
げ
て
議
論
す
る
と
い

う
状
況
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
二
、
一
二
注
目
す
べ
き
発
展
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
が
、
比
較
法
社
会
学
へ
の
道
で
あ
り
、

(
』

σ
3
5ゆ
国
注
目
)
の
『
比
較
法
と
社
会
理
論
(
わ
。
日
℃

ωgtJ語
戸
ω者
伊
豆

ωo巳
色
、
門
町
内
O

ミ
L
U
Z口
問
。
己

m
o
s
g
)
』
が
そ
の
代
表
的
著

作
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
は
、
本
書
に
お
い
て
、
比
較
法
が
独
立
の
科
学
と
な
る
に
は
、
そ
れ
は
比
較
法
社
会
学
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
し
た
。
比
較
法
社
会
学
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
優
れ
た
研
究
が
多
く
、
た
し
か
に
今
後
の
比
較
法
の
進
む
べ
き
道
の
一
つ
で
あ
る
。

(
1
)
 

一
九
六
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
刑
法
学
者
ジ
エ
ロ

l
ム
・
ホ
ー
ル

た
だ
、
こ
れ
は
「
言
う
は
易
く
、
行
う
は
難
し
」
の
典
型
で
あ
る
ほ
か
、

比
較
法
と
法
社
会
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
)
。

そ
れ
だ
け
が
比
較
法
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
(
な
お
、

比較法の四O年

い
ま
一
つ
が
、
法
系
論
こ
そ
科
学
と
し
て
の
比
較
法
で
あ
る
と
す
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ネ
ス
コ
(
「
]
門
。

B
E旦
E
g
g
-
5
5
1

巴
)
の
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
大
著
『
比
較
法
(
河

R
E
2
0
a
z片『
MEm-ω
∞仏
0・団関
α
E
C・
m
-
E戸
l
g
)
』
の
第
三
巻
「
比
較
法
学

(ロ

-oznvzs括
互
の

F
S内凶作者
5
2∞
与
え
門
)
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
代
比
較
法
の
中
心
は
法
系
論
に
あ

る
の
で
、
比
較
法
を
独
立
の
科
学
と
い
う
た
め
に
は
、
こ
の
道
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

北法40(3・5)477

(2) 



説

つ
ぎ
の
項
で
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

「
比
較
法
は
独
立
の
科
学
か
、
単
な
る
方
法
か
」
と
い
う
問
題
は
、
決
着
の
つ
か
な
い
ま
ま
、
次
第
に
重
要
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
の
が
、
現

状
で
あ
ろ
う
。
比
較
法
は
単
な
る
方
法
だ
と
す
る
ダ
ヴ
ィ
ド
を
含
め
、
今
日
の
比
較
法
の
中
心
的
課
題
は
法
系
論
に
あ
る
。
そ
こ
で
、

に
こ
の
問
題
に
目
を
転
ず
る
こ
と
に
す
る
。

北法40(3・6)478

論

つ
ぎ

(1)
五
十
嵐
「
三
つ
の
比
較
法
」
比
較
法
研
究
七
号
(
一
九
五
三
年
)
、
同
『
比
較
法
入
門
』
(
前
掲
)
一
八
五
頁
以
下
に
所
収
。

(
2
)
本
書
の
訳
業
と
し
て
、
宮
本
安
美
訳
『
比
較
法
と
社
会
理
論
』
(
慶
応
出
版
、
一
九
七
五
年
)
が
あ
る
。

(
3
)
代
表
的
な
業
績
と
し
て
、
黒
木
三
郎
『
比
較
法
社
会
学
研
究
』
(
早
大
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
四
年
)
、
東
大
社
会
科
学
研
究
所
に
よ
る
諸
調

査
(
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
地
相
続
調
査
に
つ
き
、
社
会
科
学
研
究
三
六
巻
三
号
(
一
九
八
四
年
)
以
降
参
照
。
こ
の
研
究
に
対
す
る
フ
ラ
ン

ス
の
法
社
会
学
者
の
評
価
に
つ
き
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
(
北
村
一
郎
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
社
会
学
L

法
協
一

O
六
巻
四
号
五
二
ハ
頁
参
照
)
、

利
谷
信
義
ほ
か
編
『
離
婚
の
法
社
会
学
ー
ー
ー
欧
米
と
日
本
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
八
八
年
)
、
千
葉
正
士
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
法
の
研
究
(
後

掲
)
な
ど
。

(
4
)

コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ネ
ス
コ
『
比
較
法
』
の
紹
介
と
し
て
、
大
木
雅
夫
・
比
較
法
研
究
三
四
号
一
二
六
貰
(
第
一
巻
)
、
同
三
六
号
一
九
六
頁
(
第

二
巻
)
な
ど
参
照
。

W 

法
系
論
を
め
ぐ
っ
て

比
較
法
の
定
義
の
問
題
と
な
ら
ん
で
、
法
系
論
は
比
較
法
の
概
説
書
の
な
か
で
当
初
よ
り
中
心
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、
私
自
身
は

久
し
く
こ
の
問
題
と
取
り
組
む
余
裕
が
な
か
っ
た
。
一
九
五
五
年
よ
り
翌
年
に
か
け
て
の
第
一
次
西
ド
イ
ツ
留
学
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て

ド
イ
ツ
民
法
の
研
究
が
中
心
と
な
り
、
比
較
法
そ
の
も
の
は
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た

(
本
来
な
ら
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
の
い
る
マ
ッ
ク
ス
・
プ



ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
に
行
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
)
。
帰
国
後
も
、
事
情
変
更
の
原
則
、
暇
杭
担

保
、
夫
婦
財
産
制
、
人
格
権
な
ど
具
体
的
な
テ

i
マ
に
関
す
る
比
較
法
的
実
作
に
従
事
し
た
。
よ
う
や
く
一
九
六
二
年
度
よ
り
、
一
年
お
き

に
「
比
較
法
原
論
」
の
講
義
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
私
に
対
し
法
系
論
へ
の
興
味
を
喚
起
し
た
の
は
、
そ
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
の
比
較
法
学
者
ア
イ
ン
テ
マ
(
戸
間
ペ
己
巾
B
P
E
E
l
呂
志
)
に
捧
げ
ら
れ
た
論
文
集
『
二

O
世
紀
の
比
較
法
と
国
際
私
法
(
同
凶
吾

わゆロ

Z
ミ
ロ
。
日
℃
ω
E
Z〈
ぬ
釦
門
戸
円
四
円
。
ロ

E
n
S
F山
者
一

-Lomm凶
]
何
回
印

3
a
吉
田
。
ロ
。
円
。
町
田

gm色
目
J

ヘロ

Z
E
ω
・開門田・

σ可
同
・

Zω
【凶巾]自白ロロ・

rqー己
imw
ロ

5
2
)』
に
発
表
さ
れ
た
ダ
ヴ
ィ
ド
と
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
論
文
で
あ
っ
た
。

ダ
ヴ
ィ
ド
は
、
一
九
五

O
年
の
『
比
較
民
法
原
論
』
に
お
い
て
、
一
元
的
な
法
系
分
類
の
基
準
を
採
用
し
た
従
来
の
法
系
論
を
批
判
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
と
技
術
的
観
点
、
と
く
に
前
者
に
重
点
を
お
い
て
分
類
を
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
具
体
的
に
は
、
英
米
法
と

大
陸
法
を
西
欧
法

E
E
X
O
R
E
B
E
C
と
し
て
統
一
し
、
こ
れ
に
ソ
ビ
エ
ト
法
系
、
イ
ス
ラ
ム
法
系
、
ヒ
ン
ズ
ー
法
系
、
シ
ナ
法
系
を
対

比
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
が
、
ダ
ヴ
ィ
ド
は
一
九
六
一
年
に
い
た
り
、
前
掲
の
ア
イ
ン
テ
マ
記
念
論
文
集
に
「
西

欧
法
は
存
在
す
る
か
?
(
開
巴
印
昨
今

Z
-
g己
g
R
S
n
E
S
E
-
v
)
L
と
い
う
一
稿
を
投
じ
、
自
説
を
擁
護
す
る
と
と
も
に
、
西
欧
法
の
一
体

性
を
示
す
の
は
「
法
の
支
配
」
で
あ
る
と
し
た
。
な
お
、
ダ
ヴ
ィ
ド
は
、

法
族
)

一
九
六
四
年
の
『
現
代
の
大
法
系
』
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
と
技
術
的
観
点
を
同
程
度
に
重
要
で
あ
る
と
し
、
事
実
上
、
大
陸
法
(
ロ

l
マ
・
ゲ
ル
マ
ン

と
英
米
法
(
コ
モ
ン
・
ロ

l
族
)
を
分
け
て
叙
述
し
て
い
る
。

自
説
を
維
持
し
た
が
、

比較法の四O年

よ
う
や
く
前
掲
ア
イ
ン
テ
マ
記
念
論
文
集
に
「
法
圏
論

の
た
め
に

(
N
Z
『
F
O
Y
5
5ロ
号
ロ
河
内
凶
の
宮
島
5
2
2
)
」
を
書
き
、
論
争
に
参
加
し
た
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
法
系
論
の
特
色
は
、
寸
法
の

様
式
」
に
よ
る
分
類
の
提
唱
に
見
ら
れ
る
が
、
実
際
上
は
多
元
的
基
準
の
設
定
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
法
の
様
式
を
特
徴
づ
け
る
要

素
と
し
て
、
①
歴
史
的
伝
統
、
②
特
殊
な
法
学
的
思
考
方
法
、
③
と
く
に
特
徴
的
な
法
制
度
、
④
法
源
の
種
類
と
そ
の
解
釈
、
⑤
イ
デ
オ
ロ

北法40(3・7)479

こ
れ
に
対
し
、
長
ら
く
法
系
論
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
も
、



説

(
す
な
わ
ち
、
英
米
法
と
大
陸
法
を
独
立
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、

北法40(3・8)480

ギ
ー
を
あ
げ
、
結
論
的
に
は
ア
ル
マ
ン
ジ
ョ
ン
ら
の
法
系
論
を
支
持
し
た

大
陸
法
を
ロ
マ
ン
法
系
、
ド
イ
ツ
法
系
、
北
欧
法
系
に
三
分
し
た
)
。

論

以
上
の
よ
う
な
一
九
六

0
年
代
は
じ
め
ま
で
の
法
系
論
に
つ
い
て
の
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
、

論
序
説
」
(
北
法
一
六
巻
二
・
三
号
)
で
一
応
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
将
来
の
方
向
と
し
て
、
「
今
後
の
法
系
論
は
、

こ
の
両
者
(
ダ
ヴ
ィ
ド
と
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
)
の
学
説
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
形
で
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
予
言
し
た
。

私
自
身
は
、
一
九
六
九
年
よ
り
翌
年
に
か
け
、
念
願
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
(
ハ
ン
ブ
ル
グ
)
に
留
学
の
機
会
を
得
、

前
稿
で
二
次
的
資
料
に
よ
り
紹
介
し
た
戦
前
の
法
系
論
に
つ
い
て
、
一
次
資
料
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
た
。
帰
国
後
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て

の
再
考
と
、
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
の
『
比
較
法
概
論
』
の
法
圏
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
紹
介
を
中
心
と
し
て
、
「
法
系
論
再
説
」

を
発
表
し
た
が
(
北
法
三
五
巻
一
号
三
号
)
、
そ
れ
は
前
述
の
予
言
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
法
系
論
と
し
て
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
前
掲
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ネ
ス
コ
の
『
比
較
法
』
で
あ
る
。
彼
は
と
く
に
ツ
ヴ
ア

イ
ゲ
ル
ト
の
法
圏
論
を
非
科
学
的
で
あ
る
と
激
し
く
非
難
し
、
「
法
の
様
式
」
の
代
わ
り
に
、
各
法
秩
序
の
中
核
に
存
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

を
決
定
す
る
特
別
の
「
法
的
素
粒
子
」
で
あ
る
「
規
定
的
要
素
」
を
基
準
と
し
て
、
法
系
分
類
を
行
う
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
彼
の
あ
げ

る
九
個
の
規
定
的
要
素
は
公
法
的
観
点
を
含
み
、
よ
り
法
社
会
学
に
傾
斜
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
、
実
際

に
ど
の
よ
う
に
法
系
の
分
類
を
行
う
の
か
注
目
さ
れ
た
が
、
著
者
の
死
亡
に
よ
り
そ
の
機
会
が
失
わ
れ
た
。

一
九
六
五
年
に
発
表
さ
れ
た
拙
稿
「
法
系

私
自
身
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
独
自
の
法
系
論
を
示
す
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
西
欧
比
較
法
学
者
の
法
系
論
は
、
わ
れ
わ

れ
か
ら
み
て
、
日
本
法
は
じ
め
ア
ジ
ア
法
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
比
較
法
学
者
の
任
務
で

そ
の
仕
事
は
や
っ
と
緒
に
つ
い
た
段
階
に
す
ぎ
な
い
。

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、



(
1
)
本
論
文
は
、
そ
の
後
、
喜
多
川
・
花
輪
両
氏
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
た
。
都
法
二
一
巻
一
号
三
二
三
頁
以
下
。

(
2
)
ダ
ヴ
ィ
ド
の
法
系
論
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
『
比
較
法
入
門
』
八
七
頁
以
下
参
照
。

(3)
本
論
文
は
、
最
近
、
真
田
芳
憲
氏
に
よ
り
邦
訳
が
な
さ
れ
た
。
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
「
法
圏
論
に
つ
い
て
」
へ

l
ン
リ
ッ
ヒ
編
(
桑
田
三
郎
編
訳
)

『
西
ド
イ
ツ
比
較
法
学
の
諸
問
題
』
(
中
大
出
版
部
、
一
九
八
八
年
)
所
収
。

(
4
)
前
掲
『
比
較
法
入
門
』
七
七
頁
以
下
に
収
録
。

(
5
)
前
掲
『
比
較
法
入
門
』
九
九
頁
。

(
6
)
五
十
嵐
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
一
六
二
頁
以
下
に
収
録
。

(
7
)
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ネ
ス
コ
の
法
系
論
に
関
す
る
論
文
の
う
ち
、
dσ
白
色

g
日
ロ

r
t
ω
E
P
2
5
w二口。
q
m
R宮
2
2
m
E
n
F
E
m
-
N同
〈
巾
円
札

見
当
吋
∞
(
昌
司

)
L日
が
、
真
田
・
後
藤
両
氏
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
西
ド
イ
ツ
比
較
法
学
の
諸
問
題
』
九
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ネ
ス
コ
『
比
較
法
』
一
・
二
巻
の
書
評
に
つ
い
て
は
、
前
掲
六
頁
注

(
4
)
参
照
。
第
三
巻
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
書
評
は
な

い
。
簡
単
に
は
、
五
十
嵐
「
法
系
論
と
日
本
法
L

『
東
西
法
文
化
』
(
法
哲
学
年
報
一
九
八
六
年
度
)
(
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
)
二
七
頁
参
照
。

(
8
)
五
十
嵐
「
法
系
論
と
日
本
法
L

前
掲
参
照
。

V 

比
較
法
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て

比較法の四O年

制
度
的
比
較
か
ら
機
能
的
比
較
へ

戦
前
の
比
較
法
は
、
主
と
し
て
各
国
の
法
制
度
の
比
較
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
前
す
で
に
ラ

1
べ
ル
(
宙
何
吋
Eロ∞匁仲

同河耐

g州ω与凶号σ巾巳
-
f
.
H冨∞吋=品
|

H巴匂担切包切
g)
や
ラ
イ
ン
シ
ユ
夕
イ
ン
(
冨
ω》凶内河百『

戦
後
は
こ
の
方
法
論
が
学
界
で
定
着
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
比
較
法
に
と
っ
て
寸
本
質
的
な
点
は
法
制
度
の
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
念

的
形
式
で
は
な
く
、
そ
れ
が
仕
え
る
目
的
で
あ
っ
て
、
法
体
系
に
お
け
る
そ
の
形
式
的
な
地
位
で
は
な
い
。
L

と
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
論
は
、

北法40(3・9)481

(1) 

と
く
に
従
来
架
橋
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
英
米
法
と
大
陸
法
と
の
比
較
に
さ
い
し
威
力
を
発
揮
し
、
両
者
の
違
い
は
主
と
し
て
制
度
上
の



説

も
の
に
す
ぎ
ず
、
両
者
の
聞
に
は
「
共
通
の
核
心

(
8
5
E
Oロ
8
2
)
」
が
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

(2) 
比
較
法
と
法
社
会
学

北法40(3・10)482

論

比
較
法
は
法
社
会
学
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
有
用
な
成
果
を
あ
げ
え
な
い
。
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
言
う
は
易
く
、
行
う
は
難
し
」

で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
今
日
で
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
戦
後
、
法
社
会
学
の
ブ

l
ム
の
時
代
に
比
較
法
の
道
を
選
ん
だ

私
に
と
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
の
比
較
法
学
者
が
両
者
の
関
係
に
注
目
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
す
で
に
一
九
五
三
年
に
現
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ

ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
所
長
ド
ロ

1
プ
ニ
ツ
ク
(
己
主

nFUgσ
巳
m
L
S∞
)
に
よ
り
、
「
比
較
法
と
法
社
会
学
(
閉
山

2
Z
2
2
m
z
w
v
g
m
E門H

m
R
Z
B
S
E
E
m
-
0・閉山由
σ
o
Z
N
E・
詰
切
)
」
と
い
う
画
期
的
な
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
論
文
は
長
ら
く
弧
立
し
て
い
た
。

よ
う
や
く
一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
、
世
界
の
学
界
は
こ
の
テ
1
マ
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
り
、
あ
い
つ
い
で
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
そ

れ
ら
の
論
文
は
、
一
九
七
七
年
に
ド
ロ

l
プ
ニ
ツ
ク
と
レ

1
ビ
ン
ダ
l
(
富
山
口
片
足
。
河
各
σ宮
仏
ぬ
こ
に
よ
り
、
『
法
社
会
学
と
比
較
法
(
河
R
V
Z
'

由。

NEZm-o
ロ
ロ
己
河

R
Z
2
2
m
-
o
-
n
F
g
m
w
∞2
-
E
Eコ
)
』
と
題
す
る
論
文
集
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
私
が
一
九
八
三
年
に
野
田
良
之
先

生
古
稀
記
念
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交
流
』
(
有
斐
閣
)
に
発
表
し
た
「
比
較
法
と
法
社
会
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
」
は
、
こ
の
論
文

集
所
収
の
諸
論
文
を
素
材
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
わ
が
国
の
学
界
で
は
、
比
較
法
と
法
社
会
学
の
関
係
に
つ
い
て
理
論
的
に
論

ず
る
論
文
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
比
較
法
社
会
学
に
関
す
る
実
作
的
論
文
の
多
い
こ
と
は
世
界
に
誇
っ
て
よ
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
体
制
間
比
較
法

第
二
次
大
戦
後
、
ソ
連
の
指
導
の
も
と
で
各
地
に
社
会
主
義
国
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
の
比
較
法
は
新
た
な
課
題
を
負
っ
た
。

そ
れ
は
、
資
本
主
義
国
と
社
会
主
義
国
の
よ
う
に
異
な
る
社
会
・
経
済
体
制
下
に
あ
る
国
の
聞
で
、
法
の
比
較
は
可
能
か
、
ま
た
そ
れ
は
望

(3) 



ま
し
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
文
字
通
り
画
期
的
な
論
文
は
、
西
ド
イ
ツ
の
ソ
ビ
エ
ト
法
研
究
者
レ

l
パ
l
(
口一
2
1♀
〉
-

F。与
q・
5
N
ω
l
)
に
よ
り
一
九
六
一
年
に
公
表
さ
れ
た
「
異
な
る
経
済
秩
序
を
も
っ
諸
国
聞
の
比
較
法

(
m
R
Z
2
2
m
t
o
w
F
5
m
N三
宮
町

g

問
、
似
ロ
母
『
口
百
円
円
〈

q
m
n
E
E
2
2
4司王
R
E
p
s
aロロロ
mw
河川号。

-mNN少
NCH)
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
私
も
刊
行
当
時
一
読
し
て
大
き

な
感
銘
を
受
け
た
。
私
は
も
と
も
と
西
欧
法
を
専
攻
し
、
社
会
主
義
法
は
本
来
専
門
外
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
北
大
法
学
部
に
ス
ラ
ブ
研

究
施
設
(
現
ス
ラ
プ
研
究
セ
ン
タ
ー
H
ス
ラ
研
)
が
設
置
さ
れ
、
私
も
研
究
員
と
な
っ
た
た
め
、
一
九
六

0
年
代
よ
り
、
ソ
連
・
東
欧
の
社

会
主
義
法
に
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
私
は
、
ス
ラ
研
究
の
メ
ン
バ
ー
の
影
響
の
も
と
で
、
当
時
の
わ
が
国
の
学
者
に
よ
る
社

会
主
義
法
研
究
の
方
法
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
機
能
的
方
法
に
よ
れ
ば
資
本
主
義
法
と
社
会
主
義
法
の
比
較
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
は
望
ま
し
い
と
す
る
レ

l
パ
l
の
主
張
は
、
我
が
意
を
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
ブ
ル
グ
で
レ

l
パ
l
と
親
交
を
結
ん
だ
大
木
雅
夫
氏
が
帰
国
し
た
の
で
、
あ
い
は
か
つ
て
、

丁
度
そ
の
頃
、

一
九
六
七
年
六
月
札
幌

で
聞
か
れ
る
比
較
法
学
会
総
会
で
「
資
本
主
義
法
と
社
会
主
義
法
」
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
l
マ
と
し
て
選
び
、
二
人
で
報
告
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
総
会
に
備
え
て
、
私
は
、
法
律
時
報
の
求
め
に
応
じ
て
、
「
資
本
主
義
法
と
社
会
主
義
法
ー
ー
そ
の
比
較
方
法
論
上
の
問

題
点
」
を
書
い
た
(
法
時
三
九
巻
五
月
号
)
。
総
会
で
は
、
議
論
は
必
ず
し
も
か
み
あ
わ
な
か
っ
た
が
、
活
気
の
あ
ふ
れ
た
討
論
が
展
開
さ
れ

た

比較法の四O年

そ
の
後
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
世
界
の
比
較
法
学
者
は
多
彩
な
議
論
を
続
け
て
い
る
が
、

法
学
者
に
も
影
響
を
与
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
私
を
含
め
、
わ
が
国
の
比
較
法
学
者
は
こ
の
テ
l
マ
に
つ
き
、
十
分
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
拙
稿
「
社
会
体
制
の
相
違
と
比
較
法
」
(
札
幌
学
院
法
学
一
巻
一
号
〔
一
九
八
四
年
〕
)
は
、
そ
の
責
の
一
端
を
果
た

北法40(3・11)483 

レ
l
パ
l
の
論
文
は
、
社
会
主
義
国
の
比
較

そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
最
近
ソ
連
で
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
や
東
欧
諸
国
の
民
主
化
の
動
き
は
、
私
た
ち

ス
ラ
研
の
同
僚
諸
氏
に
感
謝
し
た
い
。

の
主
張
の
正
し
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で
、



論

な
お
、
体
制
間
比
較
法
の
問
題
は
、
主
と
し
て
資
本
主
義
法
と
社
会
主
義
法
の
比
較
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
開
発
さ
れ
た

手
法
は
、
異
な
る
文
化
を
も
っ
国
の
聞
の
法
の
比
較
に
適
用
可
能
で
あ
り
、
日
本
の
比
較
法
学
者
に
と
っ
て
、
利
用
価
値
が
大
き
い
。

(
4
)

比
較
法
文
化
論
へ
の
道

法
を
文
化
現
象
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
の
コ

l
ラ
l
C
o由
民
同
。

E
R
W
E色
1
5
5
)
な
ど
の
主
張
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
最
近
比
較
文
化
論
の
一
部
と
し
て
、
わ
が
国
で
も
、
比
較
法
文
化
論
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
日
本
人
の
法
意
識
が

西
欧
人
の
そ
れ
と
異
な
る
と
い
う
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
西
欧
化
を
必
ず
し
も
モ
デ
ル
と
す
べ
き
で
な
い
と
す
る

北法40(3・12)484

説

立
場
か
ら
、
日
本
法
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、

そ
こ
に
は
看
取
さ
れ
る
。
比
較
法
文
化
論
は
究
極
の
比
較
法
と
い
え
な

い
こ
と
も
な
い
が
、
ま
だ
現
状
で
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
わ
が
国
の
先
駆
的
業
績
と
し
て
は
、
野
田
良
之
『
内
村
鑑
三
と
ラ
ア
ト

プ
ル
フ
|
|
l
比
較
文
化
論
へ
向
か
っ
て
』
(
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
六
年
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
比
較
法
文
化
論
の
理
論

的
基
礎
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
一
九
八
七
年
八
月
神
戸
で
聞
か
れ

た
国
際
法
哲
学
会
の
特
別
部
会
で
な
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
、
藤
倉
陪
一
郎
・
長
尾
龍
一
編
『
国
際
摩
擦
ー
ー
そ
の
法
文
化
的
背
景
』

一
九
八
九
年
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

日
本

評
論
社
、

(
1
)
ラ
l
ベ
ル
の
比
較
法
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
五
一
貰
以
下
、
お
よ
び
同
「
ラ
l
ベ
ル
・
商
品
売
買
法
」
伊
藤
正

己
編
『
法
学
者
人
と
作
品
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
八
五
年
)
所
収
参
照
。
な
お
、
近
時
、
レ
ー
ザ
ー
(
永
田
誠
訳
)
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
l
ベ

ル
|
|
近
代
比
較
法
の
創
設
者
」
(
日
本
法
学
五
四
巻
三
号
〔
一
九
八
八
年
〕
)
が
公
表
さ
れ
た
。

(
2
)
五
十
嵐
・
前
掲
五
九
頁
参
照
。

(3)
機
能
的
方
法
を
用
い
た
代
表
的
業
績
と
し
て
、

ω
n
z
g
z
m巾
Fmd)「B
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、H，
c
Eロ
ぬ
巾
ロ
冨
∞
品
・
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
4
)
こ
の
論
文
は
、
近
時
、

U
・
ド
ゥ
ロ

1
プ
ニ
ク
、

M
・レ

1
ビ
ン
ダ
1
編
(
真
田
芳
憲
・
後
藤
武
秀
訳
)
『
法
社
会
学
と
比
較
法
』
(
中
大
出
版

部
、
一
九
八
七
年
)
一
六
頁
以
下
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
こ
の
論
文
集
は
、
前
注
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
真
田
・
後
藤
両
氏
に
よ
り
全
訳
が
な
さ
れ
た
。
両
氏
の
労
を
多
と
し
た
い
。

(
6
)
こ
の
覚
書
は
、
現
在
、
五
十
嵐
『
民
法
と
比
較
法
』
(
一
粒
社
、
一
九
八
四
年
)
一
八
一
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(7)
法
社
会
学
会
の
創
立
四

O
周
年
を
記
念
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
法
社
会
学
と
比
較
法
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な

ぃ
。
『
法
社
会
学
へ
の
期
待
(
法
社
会
学
四
一
号
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
8
)
そ
の
代
表
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
六
頁
注

(
3
)
参
照
。

(
9
)
五
十
嵐
「
社
会
主
義
諸
国
家
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
諸
問
題
」
ス
ラ
ヴ
研
究
七
号
ご
九
六
三
年
)
(
同
『
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』
〔
一
粒

社
、
一
九
七
六
年
』
所
収
)
の
冒
頭
の
「
方
法
論
的
序
説
」
参
照
。
な
お
、
本
稿
は
、
私
の
ス
ラ
研
研
究
員
と
し
て
発
表
し
た
最
初
の
研
究
成
果

で
あ
る
。

(
叩
)
本
稿
は
、
五
十
嵐
『
比
較
法
入
門
』
一
三
六
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
大
木
雅
夫
「
ソ
ビ
エ
ト
法
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
の
比
較
可
能

性
に
つ
い
て
」
立
教
法
学
一

O
号
(
一
九
六
八
年
)
参
照
。

(
日
)
コ
!
ラ
l
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
『
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
一
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

百

日
本
の
比
較
法
学
の
特
色
と
今
後
の
課
題

比較法の四O年

(
1
)
 

北法40(3・13)485

特
色解
釈
と
立
法
の
た
め
の
比
較
法

こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
比
較
法
学
の
特
色
は
、

な
ん
と
い
っ
て
も
、
法
の
解
釈
と
立
法
の
た

(a) 

と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
学
後
進
国
と
し
て
の
わ
が
国
の
特
殊
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
こ
の
た
め
、
比
較
の
対
象
国
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
欧
米
の
法
学
先
進
諸
国
だ
け
が
選
ば
れ
た
。
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙

め
に
そ
れ
が
行
わ
れ
た
、



説

稿
「
法
の
解
釈
と
比
較
法
」
(
北
法
=
二
巻
三
・
四
号
〔
一
九
八
一
年
〕
)

論
社
、
一
九
八
一
年
)
所
収
に
譲
り
た
い
。

お
よ
び
「
比
較
法
学
と
民
事
立
法
学
」
『
民
事
立
法
学
』

(
日
本
評

北法40(3・14)486

論

国
際
私
法
お
よ
び
法
の
国
際
的
統
一
へ
の
無
関
心

発
展
し
て
き
た
。
わ
が
国
の
比
較
法
学
者
は
、
従
来
こ
の
点
に
関
し
、
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在
の
日
本
が
お
か
れ
て
い
る

(b) 

西
欧
の
比
較
法
学
は
主
と
し
て
国
際
私
法
と
法
の
国
際
的
統
一
の
た
め
に

国
際
的
環
境
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、

一
刻
も
早
く
打
破
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
、
拙
著
『
民
法

と
比
較
法
』

一
三

O
頁
以
下
に
譲
り
た
い
。

今
後
の
課
題

日
本
の
比
較
法
学
の
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
言
及
し
て
い
る
が
、

い
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
す
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
)
。

(2) 

そ
の
他
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
課
題
が
考
え
ら
れ
る

と

欧
米
法
へ
の
一
層
の
理
解
日
本
の
法
学
者
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
欧
米
法
の
研
究
の
蓄
積
は
、
世
界
に
誇
る
も
の
が
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
十
分
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
制
度
の
機
能
や
、
さ
ら
に
法
文
化
に
ま
で
踏

(a) 

み
込
ん
だ
研
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

研
究
対
象
の
拡
大

こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
比
較
法
の
対
象
は
、
前
述
の
よ
う
に
欧
米
先
進
諸
国
(
と
く
に
英
米
独
仏
法
)
と

ソ
ビ
エ
ト
法
に
限
ら
れ
て
い
た
。
今
後
は
、
と
く
に
東
ア
ジ
ア
法
、
イ
ス
ラ
ム
法
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
法
に
対
し
て
も
進
出
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
最
近
、
急
激
に
こ
の
方
面
で
の
業
績
が
増
え
て
い
る
の
は
、
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

(
C
)

日
本
法
を
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
最
後
に
、
日
本
の
比
較
法
学
者
に
と
っ
て
、
日
本
法
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題

が
残
る
。
私
と
し
て
は
、
前
述
の
比
較
法
文
化
論
の
発
展
に
期
待
し
て
い
る
。

(b) 



(
1
)
両
論
文
は
、
現
在
、
五
十
嵐
『
民
法
と
比
較
法
』
八
九
頁
以
下
、
お
よ
び
一
一
五
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(2)
ア
ジ
ア
法
一
般
に
つ
い
て
は
、

(UEσ
白
(
包
)
・
〉
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民
同
ロ
円
ロ
門
四
日
間
巾
ロ
o
z
m
F同
者
一
〉
ロ

E
Z
3
2
-
oロ
三
円

y
m
R巴

4a門
担
当
・
円
。
ロ
仏
O
ロ

h
w
z
g々

J

問。『
W
H
U
∞
∞
お
よ
び
安
田
信
之
『
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
(
三
省
堂
、
一
九
八
七
年
)
が
パ
イ
オ
ニ
ア
的
業
績
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
千
葉
正
土
氏

の
業
績
と
し
て
、
千
葉
編
『
ス
リ
ラ
ン
カ
の
多
元
的
法
体
制
』
(
成
文
堂
、
一
九
八
八
年
)
や
英
文
の
の
E
σ
P
F晶
白
-
E
Z
E
-
-的
自
一
司
。
者
白
丘
白

。g
q丘、
H
d
g
q
s
gロ
my
』白匂回一口町田巾戸巾関白一

(UC}Z5・、同。
r色
白
・
司
・

5
S
な
ど
が
あ
り
、
世
界
の
学
界
に
対
す
る
貢
献
が
大
き
い
。

イ
ス
ラ
ム
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
何
冊
か
の
概
説
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
真
田
芳
憲
『
イ
ス
ラ

l
ム

法
の
精
神
』
(
中
大
出
版
部
、
一
九
八
五
年
)
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
は
、
近
時
よ
う
や
く
中
川
和
彦
・
矢
谷
通
朗
編
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
法
制
度
』
(
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、

一
九
八
八
年
)
と
い
う
概
説
書
が
出
版
さ
れ
た
。

(
3
)
比
較
法
文
化
論
の
立
場
か
ら
、
日
本
法
の
特
色
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
前
掲
・
野
田
良
之
『
内
村
鑑
三
と
ラ
ア
ト
プ
ル
ブ
』
や
、

h
z
g
(前
注
)
の
ほ
か
、
大
木
雅
夫
『
日
本
人
の
法
観
念
』
(
東
大
出
版
会
、
一
九
八
三
年
)
と
柴
田
光
蔵
『
法
の
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
』
(
有
斐

閣
、
新
増
訂
版
、
一
九
八
八
年
)
が
あ
る
(
両
者
に
つ
き
、
五
十
嵐
「
比
較
の
な
か
の
日
本
法
」
判
タ
五

O
O号
〔
一
九
八
三
年
〕
参
照
)
。
さ
ら

に
、
近
時
、
大
木
氏
と
同
様
、
日
本
法
に
つ
い
て
の
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
や
ダ
ヴ
ィ
ド
の
理
解
を
批
判
し
、
日
本
の
法
文
化
の
な
か
に
普
遍
性
の
存

在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
、
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U
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比較法の四O年
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